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平内町役場庁舎整備事業 

譲渡特約付建物賃貸借契約書（案）  

  

平内町役場庁舎整備事業（以下「本事業」という。）に関して、平内町（以下「町」という。）

と●●（以下「事業者」という。）は、町と事業者との間で締結した令和●年●月●日付「平内

町役場庁舎整備事業 基本協定書」（以下「本協定」という。）に基づき、以下のとおり合意し、

譲渡特約付建物賃貸借契約書（以下「本契約」という。）を締結する。なお、本契約で使用され

る用語は、本契約で別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、募集

要項において定義された意味を有するものとする。 

 

（本施設の賃貸借） 

第１条 事業者は、本協定に基づき下記の本施設を整備した上で、町に対して賃貸し、町は、こ

れを賃借する。 

記 

名称： 平内町役場庁舎 

設置場所： 青森県東津軽郡平内町大字沼館字家岸 25-１ 

敷地面積： ●●㎡ 

構造： ●● 

建築面積： ●●㎡ 

延床面積： ●●㎡ 

 

（賃貸借期間） 

第２条 本施設の賃貸借期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。 

 

（賃料及び支払方法） 

第３条 本施設の賃貸借期間中の賃料（以下「本件賃料」という。）総額は、金●円（うち消費

税等●円）とする。 

２  １か月あたりの本件賃料は金●円（うち消費税等●円）とし、町は、事業者に対し、当月

分の賃料を翌月末日（同日が金融機関の休日に該当する場合、直前の営業日）までに支払う

ものとする。 

 

（基準金利の定め及び賃料の見直し） 

第４条 本件賃料に係る基準金利は、事業者の提案にて定めることとし、提案時の基準金利から、

本契約締結時及び建物完成時の基準金利が変動している場合は、変動した金利に基づき賃料

を見直すものとする。 

２  本施設の引渡しから●年経過するごとに、基準金利から変動した場合は、変動した金利に
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基づき賃料を見直すものとする。 

 

（本施設の整備等） 

第５条 事業者は、要求水準書等（基本協定書、本契約、要求水準書及び募集要項等の総称をい

う。以下同じ。）及び事業提案書に従い、令和●年●月●日までに本施設を整備し、町に引

渡す。 

２  事業者は、本施設を整備するにあたり、町との間で本施設の設計に関する協議を行った上

で設計図書を作成し、町の承認を得るものとする。 

３  第１項の引渡しに係る検査その他については、要求水準書等及び事業提案書の定めに従う

ものとする。 

 

（引渡しの遅延） 

第６条 事業者は、本施設の引渡しが遅延するおそれが生じたときは、町に対して書面によりそ

の理由を説明し、合理的な期間の引渡期限の延長について、直ちに町の承認を得なければな

らない。 

２  前項の場合、事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由による引渡期限の延長の

場合を除き、本施設に係る当初の引渡期限の翌日から引渡完了までの間の日数に対応する本

件賃料相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条

第１項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算して得た金額を遅延利息

として町に対して支払うものとする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満である

とき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものと

する。 

 

（賃料支払の遅延） 

第７条 町が本件賃料の支払を遅延した場合、事業者に対し、遅延日数に応じ、年３％の割合に

よる遅延損害金を支払うものとする。 

 

（用途） 

第８条 町は、本施設を庁舎の用途に使用するものとし、これ以外の目的に使用しない。ただし、

事業者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

２  町及び事業者は、本施設の用途が前項のとおりであることに鑑み、本施設の敷地は公用に

供されるものであることを確認する。 

 

（本施設の使用及び維持管理） 

第９条 町は、本施設につき、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

２  事業者は、本施設につき、要求水準書等及び事業提案書に従い、適切に維持管理を行わな
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ければならない。 

 

（賃借権の譲渡等） 

第１０条 町は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ事業者の同意を得なければなら

ない。 

（１） 賃借権を譲渡し、又は転貸しようとするとき。 

（２） 改造、造作、模様替えをするなど、本施設の原状を変更し、又は移設しようとする

とき。 

 

（権利譲渡等） 

第 11 条  事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町の同意を得なければならな

い。 

（１） 本施設を第三者に譲渡しようとするとき。 

（２） 本施設に抵当権その他の担保権を設定しようとするとき。 

（３） 本契約に基づく本件賃料に係る債権を第三者に譲渡しようとするとき。 

２  前項第１号の場合において、事業者が町の同意を得たときは、事業者は、新たな所有者に

対して本契約における賃貸人の地位を承継させ、町が本施設を本契約と同一の条件で使用で

きるよう措置するものとする。 

 

（損害責任） 

第 12 条  町が故意又は過失により本施設の使用、管理等に起因して事業者又は第三者に損害を

与えたときは、町がその賠償の責を負う。 

２  本施設の欠陥により、町又は第三者に損害を与えたときは、事業者がその賠償の責を負う。 

 

（不可抗力） 

第 13 条  不可抗力により本施設が滅失又は毀損したときは、町は、本施設の再整備若しくは復

旧（以下「再整備等」という。）又は本契約の解除を選択しなければならない。この場合、

町は、相当期間内に、再整備又は解除の選択をして事業者に通知する。 

２  町が前項に基づき再整備の選択をする場合、町は、事業者が付保した保険により補填する

ことのできない再整備の費用を負担する。再整備に係る取扱いについては、町及び事業者が

協議の上決定する。なお、再整備期間中は、本施設に係る事業者の賃貸義務及び本件賃料に

係る町の支払義務は停止し、再整備により再開するものとし、本契約の有効期間は再整備期

間分につき自動的に延長する。 

３  町が第１項に基づき解除を選択する場合、本事業の趣旨に鑑み、町は、事業者が行う本施

設の取片付けの費用及び本件賃料の残額（以下「残賃料」という。）について、事業者が加
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入した保険により補填することのできない金額を支払うものとする。 

４  事業者は、本施設の賃貸借期間中、本施設に対し、受取人を事業者とする店舗総合保険に

加入する。ただし、地震保険には加入しない。また、町が本施設に付加した設備等及び町が

持ち込む備品等、町の所有する動産については、町において損害保険に加入するものとする。 

 

（中途解約の禁止） 

第 14 条  町及び事業者は、本事業の趣旨に鑑み、賃貸借期間中は、本契約を中途解約すること

ができない。ただし、町は、残賃料を一括で支払うことにより、本契約を中途解約すること

ができる。 

２  町が本施設の敷地の供用を停止した場合、町が本契約を中途解約したものとみなし、町は、

事業者に対し、残賃料の全額を一括で支払わなければならない。 

 

（解除権） 

第 15 条  町は、事業者が本契約に定める義務に違反した場合において、町が相当の期間を定め

て義務の履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に義務の履行がなされないときは、本

契約を解除することができる。この場合、事業者は、町が被った損害を賠償する責を負う。 

２  事業者は、町が本契約に定める義務に違反した場合において、事業者が相当の期間を定め

て義務の履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に義務の履行がなされないときは、本

契約を解除することができる。この場合、町は、事業者が被った損害（残賃料を含む。）を

賠償する責を負う。 

 

（所有権の無償譲渡） 

第 16 条  本契約が賃貸借期間満了により終了した場合において、事業者が町から本件賃料総額

の支払を受けたときは、本施設の所有権は、事業者から町に無償で譲渡されるものとする。 

２  本契約が賃貸借期間中に終了した場合（終了原因及びその帰責の有無を問わない。）にお

いて、町が残賃料の全額を一括で支払ったときは、本施設の所有権は、事業者から町に無償

で譲渡されるものとする。 

 

（債務負担） 

第 17 条  町は、本契約を締結するにあたり、債務負担行為として、本契約に基づく債務の負担

に関し、予算で定め、議会の議決を経たことを確認する。 

 

（契約保証金） 

第 18 条  事業者は、平内町財務規則（平成４年規則第９号）第 144 条に基づき、以下のとおり

契約保証金の納付等を行うものとする。 
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（１） 本件賃料総額のうち、本庁舎の施設整備に係る対価に相当する部分の５％以上の額

を契約保証金として町へ支払う。有効期間は事業契約の締結日から施設の整備完了

までとする。 

（２） 本件賃料総額のうち、維持管理に係る対価に相当する部分の各年額の５％以上の額

を契約保証金として町へ支払う。有効期間は維持管理期間開始日から各年度ごとと

する。 

２  前項にかかわらず、事業者が提案する事業方式等を踏まえ、平内町財務規則第 144 条ただ

し書に基づき、契約保証金の全部又は一部が免除された場合はこの限りではない。 

 

（本施設の公租公課） 

第 19 条  本施設の公租公課は、事業者の負担とする。 

 

（秘密保持） 

第 20 条  町及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に

関して知った相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用しては

ならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りで

はない。 

（１） 公知の内容である場合 

（２） 本契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合 

（３） 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合 

（４） 裁判所により開示が命ぜられた場合 

（５） 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合 

（６） その他法令に基づき開示する場合 

２  町は、前項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知った行政情報に含まれる

情報に関し、法令その他町の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な

措置を講じることができる。 

３  事業者は、第１項に定めるほか、本事業の業務を遂行するに際して知った個人情報その他

の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、平内町

個人情報の保護に関する条例（令和５年３月 17 日条例第１号）及び関係法令等を遵守する

責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。 

４  事業者は、事業者の役員、従業員及び事業者の代理人又はコンサルタント、出資者に対し、

第１項及び第３項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものと

する。 
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（管轄裁判所） 

第 21 条  町及び事業者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、青森地方裁判所を

第一審とする専属管轄に服することに合意する。 

 

（誠実協議） 

第 22 条  本契約の条項に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものと

し、本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場

合は、その都度、別紙に定めるリスク分担表に基づき町及び事業者が誠実に協議して定める

ものとする。 

 

（以下余白） 
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本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その１通を所持

する。 

 

令和●年●月●日 

 

 

町      青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊 63 

      平内町 

      町長  船橋茂久 

 

 

事業者 

 

所 在 地 

商   号 

代表者氏名 

 

  



リース方式 

  -8- 

別紙 リスク分担表 

町と事業者のリスク分担は、下記の内容を想定する。詳しくは、町と優先交渉権者が協議の

上、事業契約において定める。 

（〇…リスクを負担する者。△…一定の割合でリスクを分担する者。） 

１．共通（基本協定締結日～事業期間満了日） 

リスク項目 リスク内容 
リスク負担者 

町 事業者 

事業手続き 提案募集要項、付属書類等の誤り、募集手続き

の不備等に起因するリスク 
〇  

契約不締結 議会の議決が得られない場合など、町の帰責事

由により、事業者と契約締結できない又は契約

締結に時間を要する場合 

〇  

事業者の帰責事由により、町と契約締結できな

い又は契約締結に時間を要する場合 
 〇 

町、事業者のいずれの責めでもない事由によ

り、契約締結できない又は契約締結に時間を要

する場合 

△ △ 

不可抗力 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

地滑り、落盤、落雷等の自然災害及び争乱、暴

動、その他の自然的又は人為的な現象に伴う施

設等の損害および維持管理業務の変更、中止 

△ △ 

法令の変更 本事業に係る法令の変更、新設 〇  

上記以外で、一般的に適用される法令の変更、

新設 
 〇 

税制変更 本事業に係る法令の変更、新設 〇  

消費税率の変更 〇  

上記以外の一般的な税制変更  〇 

許認可 町の事由による許認可の遅延等に関するもの 〇  

上記以外の事由による許認可の遅延等に関する

もの 
 〇 

住民反対 施設の設置等に対する住民の反対運動等 〇  

事業者の提案に基づく施設の建設及び維持管理

に対する地域住民の要望、訴訟に起因する費用

の増加等 

 〇 

第三者賠償 事業者の帰責事由によるもの  〇 

上記以外の事由によるもの 〇  

資金調達 施設整備に必要な資金調達に係るもの  〇 

事業の延期、

中止、契約解

除 

事業者の債務不履行によるもの  〇 

議会の議決が得られない場合など、 

町の債務不履行によるもの 
〇  

町、事業者いずれの責めでもない事由によるも

の 
△ △ 

債務不履行 町の支払不履行（支払の遅延・不能） 〇  
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事業者の債務不履行に起因し、本事業の実施が

困難となった場合 
 〇 

 

２．設計段階（契約締結日～施設建設着工日の前日） 

リスク項目 リスク内容 
リスク負担者 

町 事業者 

測量・調査 町が実施した測量、調査に関するもの 〇  

事業者が実施した測量、調査に関するもの  〇 

設計品質不適

合 

町が提示した設計に関する条件の内容に不備が

あった場合 
〇  

事業者が実施した設計に不備があった場合  〇 

設計変更 町の事由による設計変更 〇  

事業者の帰責事由による設計変更  〇 

設計遅延 町の事由による設計の遅延 〇  

事業者の帰責事由による設計の遅延  〇 

用地 土壌汚染、埋蔵物等による設計変更又は事業者

の費用増加等、予見不可能な地質・地盤の状況

による工期や工法の変更 

〇  

 

３．施工段階（施設着工日～施設使用開始日） 

リスク項目 リスク内容 
リスク負担者 

町 事業者 

事業手続き 建設現場における労働災害、建設設備の盗難、

損傷等 
 〇 

着工遅延 町の指示、事由による着工遅延 〇  

事業者の帰責事由による着工遅延  〇 

完工遅延 町の指示、事由による完工遅延 〇  

事業者の帰責事由による完工遅延  〇 

建設費増大 町の指示、事由によるもの 〇  

事業者の帰責事由によるもの  〇 

物価高等いずれの責めでもない事由によるもの △ △ 

建設品質不適

合 

施設が要求水準等に規定される性能を満たさな

い場合 
 〇 

  



リース方式 
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４．事業期間（施設使用開始日～事業期間満了日） 

リスク項目 リスク内容 
リスク負担者 

町 事業者 

施設等の品質

不適合 

施設や維持管理業務等において、要求水準等を

満たしていないために必要となる改善、その他

損害に関するもの 

 〇 

施設用途の変

更 

事業期間中の施設用途の変更に関するもの 〇  

施設の損傷 事業者の帰責事由（施設の契約不適合、維持管

理業務に起因する事故、火災等）による損傷 
 〇 

町の帰責事由による損傷 〇  

施設の劣化による損傷 △ △ 

不可抗力による施設損傷（火災保険対象） △ △ 

不可抗力による施設損傷（火災保険対象外） 〇  

施設の修繕、

更新 

施設の修繕及び更新に関するもの 〇  

 

 


